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第８回半田市議会臨時会 総務委員会委員長報告書

当総務委員会に付託された案件については、本日、午前１０時１５分から、委員
会室において、委員全員出席のもと慎重審査しましたので、その経過と結果をご報告申
し上げます。 

 議案第７５号については、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、 

今回の財産処分により市に収入として見込まれる固定資産税の額はいくらか、また、
土地の売却益の使途はどのようか。とに対し、 

固定資産税額は約３００万円です。売却益は財政調整基金に積み立てる予定で
す。とのこと。 

平成２９年時には、上池公園の建設費用にするとの説明があったが、使途を変更し
たということか。とに対し、 

当時の使途としていた上池公園は一般財源等で既に完成していますので、今後の市
のインフラ整備費としていったん財政調整基金に積み立てるものです。とのこと。

議場での質疑で地元住民に説明会を開催したとのことであったが、住民から意見を聴
くための意見交換会は開催していないのか。とに対し。

意見交換会という名称ではありませんが、平成２９年に地域からのご要望等をお聞き
する打合せ会を行った後に、平成３０年５月の行政実態点検、令和元年５月の大高
公園に関する説明会などで説明をさせていただいています。その後、ゴミの集積所等の地
域の課題についても区長さんを始めとした地域の方と話し合い進めてきました。とのこと。 

平成２９年の打合せ会で、区長が承諾していないと言っていることに対し、市は相手
の確認も取らずに承諾されたと記録を残し、市は見解の相違との答弁であった。見解の
相違のまま、市政運営が為されていくのは、市民として納得できるものではないし、今後に
ついても大きな不安がある。この件についても、この記録を基に地元の一定の理解がされ
たと事業を進められている。今後、トラブルを生じないように、事実に基づき、もう一度しっ
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かり議論がされ、双方十分に理解の上で進めるべきだと思うがどうか。とに対し。 

平成２９年から上池公園の整備について、区と整備内容を協議してきています。売
却の意思を示す中で、公園整備、側道などの要望をお聴きし、進めてきたことですので、
売却に関しても一定の理解がされていると認識しており、記録にも承諾を得たとの記載が
されたのだと思います。認識に違いがあったと言えますが、一方的に事業を進めたものでは
ありません。その後の説明会でも大きな異論は出されなかったので事業を進めてきており、
大きく方針を変える考えはありません。とのこと。 

説明会は議員からの働きかけに市が応じたもので、市側が積極的に広報を行ったこと
ではないため、参加者も説明会開催の情報を得ることができた一部の住民であった。また、
市からは売却ありきの説明であったため、それに反対する考えも住民には想定できなかっ
たと考える。そうではなく、平成２９年の見解の相違が生じた時点に立ち戻るべきだと言
っている。平成２９年当時の区長が市長、副市長の考えを確認したいとの意見に対し、
全く対応が為されないまま話が進んでいることをどのように考えているのか。とに対し。 

当時の市長、副市長が話をしたかについては、確認が取れませんのでお答えしかねま
す。しかし、平成２９年から、今まで、この件に対して陳情、要望等、住民の大きな反対
の行動は起こされていません。上池区の方は、問題を感じた場合、町内会長に相談、町
内会長から区会で問題提起をする仕組みができています。区会ではそういった協議はさ
れていないと思いますので、概ねの理解がされていると考えています。とのこと。

この件に関し、今まで多くの意見や要望を担当課職員、担当課長に伝えてきた。担当
課職員からは決定事項のため変更できないと回答であったが、軌道修正が可能であった
ということか。とに対し。 

 今回、議案として提出するまでは内部の計画の状況ですので、大きな方向変更をすべ
き外的要因があれば変更もあり得ました。とのこと。 

それでは、今まで伝えてきた地元の意見や要望は全く市役所内で共有されることなく、
事業が進められたという認識でよいか。とに対し。 
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担当課長は、事業計画の変更を必要とする外的要因ではないと判断したもので、担
当課長の判断は適正であったと認識しています。とのこと。 

改めて、平成２９年時の誤った記録から事業が進んでしまっているので、当時に立ち
戻り、しっかりと協議、理解の上で事業を進めるべきと思うが、どうか。とに対し、 

 上池公園の整備も含めて地元の方々と調整をしてきていますので、一定の合意を得ら
れたと認識していました。そこに区長さんの考え等、認識の相違があったとしても、公園整
備等は一定の合意を得られて進めてきていますので売却というゴールを変更する考えはあ
りません。とのことでした。 

その後、討論を省略し、挙手により採決した結果、賛成多数をもって、原案のとおり可
と認めることに決定しました。 

 以上、ご報告申し上げます。 


